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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う
住民の健康管理のあり方に関する専門家会議

開催要綱

1.趣 旨
(1)平成 23年 3月 に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住
民の健康管理については、国が拠出した基金を活用し、福島県が県民健康
管理調査を実施しているところであるが、福島近隣県を含め、国として健康
管理の現状と課題を把握し、そのあり方を医学的な見地から専門的に検討
することが必要である。

(2)また、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等
の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関
する法律」(平成 24年 6月 27日 法律第 48号 )において、国は放射線によ
る健康への影響に関する調査等に関し、必要な施策を講ずることとされて
いる。

(3)これらの状況を踏まえ、線量把握・評価、健康管理、医療に関する施策の

あり方等を専門的な観点から検討するため、「東京電力福島第一原子力発
電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」を環境省
総合環境政策局環境保健部に設置する。

2.名 称
本会合は、「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管

理のあり方に関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)と称する。

3.検討内容
(1)被ばく線量把握・評価に関すること
(2)健康管理に関すること
(3)医療に関する施策のあり方に関すること
(4)その他関連すること

4.委員構成
別紙のとおり。

5.運 営
(1)専門家会議に座長を置き、座長は委員の互選によつて選定する。
(2)座長は、専門家会議を招集し、主宰する。
(3)座長は、あらかじめこれを代行する者を指名し、座長に事故があるときは、
その者がその職務を代行する。

(4)座長は、必要に応じ、構成員以外の専門家等に出席を求めることができ
る。

(5)専門家会議は、原則公開とする。

6.庶 務
専門家会議の庶務は、環境省総合環境政策局環境保健部放射線健康

管理担当参事官室において行う。
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